
令和３年度群馬県地域包括・在宅介護支援センター協議会初任者研修会

権利擁護業務

担当：木 内 健太郎



１.契約制度
【背景】措置制度から契約制度に移行
【役割】自己決定に基づく契約行為が不十分な人への支援

２.支援拒否への対応
【背景】高齢者の特質，地域包括支援センターの公的責任

【役割】自分から助けを求められない人への支援

３.法的根拠や人権・権利を意識する

必要性
【背景】地域包括支援センターは市町村行政の一部

【注意点】介入（不作為）に法的根拠や目的が問われる

権利擁護業務の意義
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１.人権・権利保障の流れ
日本国憲法に規定されている

●自由権…「国家からの自由」を獲得

●社会権…「国家による自由」を保障

●参政権…政治に参加する権利

2.個人の尊重と自己決定権
●憲法13条に謳われる「個人の幸福追求権」

高齢者の権利
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3.高齢者の権利特性
◼人権・権利が侵害されやすい状況に陥り易い

○「契約社会」「申請社会」に馴染みにくい（将来は

変わる？）

○判断能力の低下などの出現により、虐待や消費者被害
に遭いやすい

○救済や保護の対象として、高齢者自身が持つ主体性や
個別性を奪いかねない

高齢者の権利
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４.高齢者の権利特性
◼尊厳の保持
○平成18年介護保険法改（第１条（法の目的）に
「尊厳の保持」を追加）

○中には自分の力だけで生活してゆくことが困難な
人もいる
⇒地域包括支援センターの機能への期待が大きい

◼地域で暮らす権利
○日本国憲法第13条
○介護保険法第１条

◼財産権
○本人に代わって財産管理できるのは成年後見人

高齢者の権利
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１.権利擁護の全体像

●権利擁護の基本は、個人の生活・権利【自由
権、財産権、契約権(福祉権を含む)】をその
人の【立場・感情・利益】に立って代弁し主
張すること、あるいは本人が自分の意思を主
張し権利行使ができるよう支援すること

●適切な自己決定を待つだけでなく、緊急に危
機回避のための介入を行う必要がある場面も
ある

権利擁護業務とは
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2.権利擁護業務とは？
●対象となる人とは…
① 独居認知症高齢者
② 地域から孤立している

高齢者
③ 虐待や悪徳商法消費者

被害
④ 支援を拒否、近隣住民

とのラブル
⑤ 複数の、多様な問題を

抱えている場合や適用
できる制度やサービス
がない場合

権利擁護業務とは

●実践時の留意点
① 迅速対応
② 訪問による状況確認
③ 包括的支援
④ チームでの支援
⑤ 主体性の尊重
⑥ 説明責任
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判断能力の不十分な人への支援
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• 「本人は決めることができるはず」と考えてあらゆる支援を行う

• 必要な情報の提供

• 適切なコミュニケーション

• リラックスした環境・状態、適切な時期と十分な時間

• 本人への支援

• 賢い選択をしないからといって、簡単に意思決定できないとみなさない

• 理解

• 記憶

• 比較

• 表現

• 他者がこの決定を行う場合、「本人の」最善の利益のためにもっとも制約
の少ない方法で行う

• 可能な限りの本人参加

• 複数で、本人についての思い込みを避けた状態での決定

• 本人が決定の場にいない場合には、本人についての情報を集め、本人
の価値観に沿った最善の利益を検討する

この点についての支援も検討

「地域包括支援センター運営マニュアル２訂」p.110より

意思決定支援の要素
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【障害福祉サービス】
2017年３月

【人生の最終段階】
2018年３月

【認知症の人】
2018年６月

【身寄りがない人の医療】
2019年5月

【後見事務】
2020年10月

意思決定支援に関する５つのガイドライン
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障害福祉サービス 等の提供に係る
意思決定支援ガイ ドライン

非日常

日常

代理

代行

毎日の生活

不可逆

生命・身体 身寄りのない人の入院及び 医療に 係る
意思決定が困難な人への支 援に関 する
ガイドライン

本人が決める

意思決定支援

住居・財産などの社会生活

認 知症 の人の日常生活・社会生活に
お ける 意思決定支援ガイドライン

本人の意思をいかにすれば尊重
できるのかを記載している点に
特徴

人生の最終段階における医療
・ケアの決定プロセスに関する

ガイドライン
意思決定支援を
踏まえた後見事務
のガイドライン

出典：認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの普及や活用実態および事前の意思表明のあり方に関する
調査研究事業報告書 意思決定支援ガイドライン研修資料（令和２年度厚労省老健事業2021年3月）を一部改変

ガイドラインの対象領域の目安（概念図）
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出典；「認知症の人の日
常生活・社会生活におけ
る意思決定支援ガイドラ
イン」（厚生労働省 平成
３０年６月）
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福祉サービスの活用
自己負担金の支払い手配や手続きが必須

判断能力（意思能力、事理弁識能力）の低下

犯罪被害／生命の危機

判断能力の不十分な人への支援の意義
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■任意後見制度 事前
• 判断能力が衰える前に、本人が公証役場での契約によっ
て、あらかじめ任意後見人とお願いしたいことを決めて
おく仕組み

■法定後見制度 事後
• 判断能力が衰えてから申立て、家庭裁判所が後見人等を
選任する仕組み
• 補助類型･･･判断能力が不十分な人を対象

• 保佐類型･･･判断能力が著しく不十分な人を対象

• 後見類型･･･判断能力を欠く常況にある人を対象

成年後見制度の概要
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日常生活自立支援事業

☆社会福祉協議会と契約し利用する
（契約能力を要する）

☆福祉サービスの利用援助・書類預かり、日常金銭管
理が支援内容

☆本人の居所は在宅が基本

成年後見制度（法定）

☆家庭裁判所の審判よるもので、契約能力が不十分な
場合は法定後見を活用すべき

☆財産管理・身上監護としての介護契約等
(本人能力によって代理も可)

☆本人の居場所は不問
居場所が変わっても後見人による永続的な支援が望
める

■判断力の低下により自分では自身の最善の利益を実現できない場合に

■本人の立場に立って、本人の最善の利益を法的に実行できる人（補助人、保佐人、

後見人）を「人としてつける」こと

↓

☆人権・法的権利としての苦情申立てやサービス利用等についての平等性が確保される

☆本人の個人資産を本人のために活用できる

⇒ 財産管理、身上監護をとおした「その人らしさ」に寄添う支援

本人の福祉(＝幸せ)の実現を目指す

日常生活自立支援事業と成年後見制度

成年後見制度の概要

15出典：『地域包括支援センター職員基礎研修資料』（一般財団法人長寿社会開発センター）一部改変



家庭裁判所発行パンフレット抜粋

16

申立て（申請）はご
本人若しくは第四親
等以内に限る。
難しければ首長申立
てを検討する。

申立て内容（補助・
保佐・後見）により
手続きが異なること
に注意！
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成年後見制度利用支援事業
○成年後見制度の普及、活用を目的とした市町村の取
り組みを支援する地位支援事業の一つ（任意）

○市町村が事業化

○申立て費用や後見報酬などの助成を行うことにより
経済困窮者や生活保護受給者の制度利用を保障

あなたが仕事をしている自治体には、
成年後見制度利用支援事業の
要綱はありますか？

成年後見制度の概要
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「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制」と「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」

支え合いだけでは解決しにくい権利
擁護支援の課題が地域には潜在し
ている

（※法的課題整理、権利救済や権
利行使の支援、意思決定の支援が
必要なケースなど）

◎当事者主体の早期対応をしていく
ことで、本人の財産を活用しつつ、
その人らしい生活の継続、地域生活
の継続が可能に
◎支え合う住民も、安心して生活する
ことができる

早期に「権利擁護支援」の必要性（法
律的課題の整理の必要性等）に気づ
ける地域・場づくり

個々のチームを支援する体制
地域課題の検討・調整・解決の協議の場

家庭裁判所

医療・福祉関係団体

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治体等
地域関係団体

地域包括支援センター

社会福祉協議会民間団体・ＮＰＯ等

金融機関

中核機関

※複数市町村共同設置も視野 都道府県

地域で本人と
後見人等を支
えていくことで、
成年後見制度
の適切な活用、
運用を支援

◎地域や住民の権利擁護支援の意識
の醸成等（我が事として意識）
◎「丸ごと」受け止める場で明らかに
なった権利擁護支援のニーズに寄り
添いつつ、中核機関へつなぐ

市町村

出典；厚生労働省資料 18



高齢者虐待の防止および対応
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・65歳以上の高齢者が対象

・市町村が責任主体である

・「養護者による虐待」と「養介護施設従事者に
よる虐待を規定

・養護者による虐待は市町村・地域包括支援セン
ターが対応

・養介護施設従事者による虐待は都道府県・市町
村が対応

・発見者には通報義務がある

・市町村には立入調査権、必要時には警察援助要
請、措置発動

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
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・自覚を問わない

⇒高齢者の権利が侵害されているか客観的事実に

着目

・地域包括支援センターの役割
⇒「判断すること」？

「対応すること」？

虐待と断定できなくても『権利侵害』が
生じていれば、地域包括支援センターの
支援対象と考えられます。
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律



一般的にイメージする虐待
（事件性のある虐待）

高齢者虐待防止法が規定した
高齢者虐待（自覚を問わない）

虐待の小さな芽から
市町村が責任をもっ
て防止的に対応！

※不作為責任を問われること
もあります。

〔虐待の種別〕
■ 身体的虐待

■ 心理的虐待

■ 放棄放任

■ 性的虐待
■ 経済的虐待

「自覚」「悪意」は問わない。
「いじめてやろう」「虐げよ
う」と思っているかどうかは、
無関係。

一般財団法人長寿社会開発センター 地域包括支援センター職員基礎研修より

高齢者虐待防止法の『虐待』の考え方
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【被害者の心理】

恐怖と不安

⇒安心ではない

無力感

⇒自信がない

選択肢がない

⇒自由でない

可
能
性

感
性

個
性

能
力

美

生
命
力

【二次被害の防止】

虐待を受けている高齢者が自分を責める傾向にあることを理解し、「あなたにも責任がある」等、虐待
発生の責任を問うような発言・態度をしないよう対応していくことが求められる

森田ゆり 『エンパワメントと人権』（1998）を参考に作成

暴力を受け続けた人の特徴～パワレス～
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高齢者虐待防止法第２条
身体的虐待

⇒ 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

心理的虐待
⇒ 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他高齢者に著しい心

理的外傷を加える言動を行うこと

放棄・放任
⇒ 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他高齢者に著しい心

理的外傷を加える言動を行うこと

性的虐待
⇒ 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせ

ること

経済的虐待
⇒ 養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することのほか当

該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

セルフネグレクト

高齢者虐待の種別
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東京都パンフレット「高齢者虐待防止と権利擁護」一部改変

虐待

認知症の
無理解・無関心

孤立、指導的態度

単身、老老、認認
老障、障老介護の増加

ニーズに合わない医療・
介護サービスの提供

虐待の容認・あきらめ

社会環境などの要因

経済的・精神的依存
力関係の変化
折り合いの悪さ
長年続く暴力
世代間・家族間
連鎖

人間関係

介護負担、排泄介助のストレス
心身の疾病・障害
依存、性格・パ-ソナリテｲ-の偏り
介護への一方的思い込み
就労困難・無職
経済的困窮
支援拒否、消極的態度
金銭ねらい

認知症の理解

介護をする方の
息抜きの場づくり

支えあい・理解

適切なアセスメント

心身の疾病・障害
介護依存・医療依存能力の低下

（意思表出、判断、金銭管理、財産管理）

性格・パ-ソナリティ-の偏り
暴力への慣れ、あきらめ、罪悪感
支援の拒否
経済的困窮

虐
待
者

高
齢
者

高齢者虐待の要因・背景
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やむを得ない事由による措置

老人福祉法第10条の４第１項

65歳以上の者であって、介護保険法の規定により

当該措置に相当する居宅サービスに罹る保険給付

を受けることができる者が、やむを得ない事由に

より介護保険の居宅サービスを利用することが著

しく困難であると認められる場合

⇒ 高齢者本人の同意は必要

⇒ 家族（養護者）の同意は不要

⇒ 費用負担が見込めない場合でも必要な

ら措置を行うべき

やむを得ない事由による措置
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啓発の内容

☆通報窓口は地域包括支援センター

☆虐待の証拠はいらない！

☆通報義務≧個人情報保護

☆通報者の個人情報は保護されること

☆その後の基本的な手続き

☆成功事例など

高齢者虐待防止法の啓発

27作成：木内健太郎



参考：厚労省マニュアルより一部抜粋

コアメンバーによる会議
高齢者虐待防止事務を担当する市町村職員及び

担当部局管理職。
事務を委託した場合は委託先の担当職員を含む。
事例対応にあたって緊急の判断が求められるこ

とがあるため、市町村担当部局管理職は必須。
虐待の有無や緊急性などについて判断する。

個別ケース会議
虐待事例に応じて、必要な支援が提供できる各

機関等の実務担当者を招集する。
メンバーは事例によって代わるが、「保健医療

福祉サービス介入ネットワーク」を構成する各機
関を中心に、「早期発見・見守りネットワーク」
構成機関等の参加も検討する。

虐待事例に応じて、専門的な対応が必要となる
場合には「関係専門機関介入支援ネットワーク」
を構成する機関の実務担当者を招集し、専門的な
対応を図る。

虐待の発生
↓

発見・通報
↓

行政・包括センターによる
事実確認

↓
行政・包括センターによる
虐待の有無・緊急性の判断

↓
緊急対応とさらなる情報収集

↓
ケース会議等での方針決定

↓
見守り・介入・緊急対応など

↓
支援の見直し

↓
終 結

高齢者虐待対応の流れと必要な会議
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虐待対応担当者

情報が人づてで伝わる
ことによる情報のずれ
主観が入ることが
避けられない

時間が経過してから
情報が伝わる
過去と今とで実態が
ずれている可能性

時間の経過による「情報のずれ」を防ぐためにも、すぐに知らせることが大切

当事者が

事実を語りたがら
ないことが多い

デイスタッフ
介護支援専門員

近 隣

民生委員

情
報
の
媒
介
者

情報のずれ

29一般財団法人長寿社会開発センター 地域包括支援センター職員基礎研修より



相談・届出・通報の受付
～受付時の心構え～
◎通報してくれた人の不安を理解
◎通報者を特定させるような情報の漏洩はして
はならない（法第8条）

～確認すべき情報～
⇒ 虐待の状況

⇒ 高齢者本人の状況

⇒ 養護者や家族の状況

⇒ 高齢者と養護者や家族の関係

⇒ 介護サービス等の利用状況

⇒ 通報者の情報

高齢者虐待の対応
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一番初めにすべきことは・・・

緊急性の判断を行うこと

受付直後に・・・限られた情報の中で

コアメンバーで・・・行政担当者を交えて

協議して行う・・・相談して方針を決める

↓↑

帳票の活用、事例検討などを通じて

実践対応力をつけておく

高齢者虐待の対応
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・事実確認の原則
⇒ 概ね48時間以内に該当する高齢者に

面会する

⇒ 複数人・複数職種で

・何を確認するのか？
⇒ 高齢者の安全

⇒ 客観的事実

⇒ 虐待状態が解消されるヒント

高齢者虐待の対応
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支援計画のポイント！

☆目的は、高齢者の権利擁護と養護者の支援

☆目標を明確にして、支援機関と共有する

☆責任主体は、市町村

☆虐待状態の解消と養護者支援を網羅

☆役割分担

高齢者虐待の対応
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要見守り・支援

要介入

東京都パンフレット「高齢者虐待防止と権利擁護」を参考に作成

状況に応じて警察や救急に連絡したり、やむを得ない
措置等により高齢者本人を緊急避難させることが必要
です。

専門職等のネットワークによる問題解決が必要で
す。また、市町村による対応手段、事業所におけ
る対応マニュアルの整備が求められています。

介護支援専門員やサービス事業者等によ
る家族への助言や情報提供、適切な介護
サービスの利用による介護負担の軽減等
が、介護者や家族へのサポートになるこ
とがあります。また、民生委員や近隣住
民の見守りや声かけなど日常的なコミュ
ニケーションが、不適切なケアを予防す
る上で効果的なこともあります。

「
見
守
り
と
い
う
名
の
放
置
」
に

な
ら
な
い
よ
う
に
・
・
・

「適切な役割分担」「評価」「モニタリング」 が大切！
（例）｢誰が、何を、どのように関わるのか。どのようなことに気づいたら、どこ(誰)に、

どのような方法で連絡(報告)するのか。またその計画はいつまでか？」

緊急
事態

虐待の程度に応じた対応方法
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・緊急対応の必要性や予測
情報→予測

※ 対応の体制やスピードを決める

※ 客観的情報に基づき、根拠のある

予測を！！

・事態の緊急性を判断し、緊急対応を
決定する
緊急事態下での対応方針を決める

緊急性の判断のヒント
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■評価をしながら、支援を見直す

■「虐待を受けた高齢者が安定した生活を送れるよう

になるまで」（厚労省マニュアル 13ページより）

分離して終わりではない（モニタリングが重要）

■日常生活を支援するチームの支援が安定して提供さ

ているかどうかが、終結の判断ポイントとなる

■必要に応じて、包括的・継続的ケアマネジメンと支

援へと移行（但し、最終的には終結へ）

虐待対応の評価と終結
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高齢者虐待対応の基本は本人意思の尊重
高齢者自身が「今までの生活を変える」ことにため
らい、迷うことが多い

高齢者が意思決定に時間がかかることもある
揺れる気持ちに付き合わされることもある

そこに上手に付き合うことが、
「地域で暮らす権利を護る」ということを理解する

受容・共感といった関わりを大切にしつつ、
緊急性を見逃さない目を持つ

高齢者だけに生活を変えることを
強いる方法を取ることは間違い、
でもそれ以外に方法がないことも・・・

簡単に決められないのは当たり前！

目的は高齢者の権利擁護・意思確認
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■「その人らしさ」を、する側の都合や、支援する

側の価値観を勝手に押し付けるのではなく、

■その人の生活や好みなど、これまでの生き方を適

切に推測して、これからの生き方の支援策を考え

ることが『権利擁護業務』の基本である

権利擁護業務は、命と生活を支える

支援であり「声なき声」を聞く支援

おわりに
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